
別添 １　　個別条件書　 ウ四十瀬取水場ほか４施設で使用する電気(倉敷市水道局)

(１)高圧契約施設

1

4 勇崎加圧ポンプ場 倉敷市玉島柏島６２４４番地５

5 弥高山加圧ポンプ場 倉敷市玉島陶１５０２番地１

2 西坂台団地ポンプ場 倉敷市生坂２２８４番地２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1

1

3 塩生加圧ポンプ場 倉敷市児島塩生１４５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 四十瀬取水場 倉敷市四十瀬無番地 [倉敷運動公園内]　　　　1

№
需 要 場 所 基本料金単価（税込） 電力量料金単価（税込）

施 設 名 称 施 設 住 所 基本料金 予備電源・予備線 夏 季 その他季

請求
書
区分



１ ）　料金算式

２ ）　電気料金の算定

電気料金 ＝ （ 基本料金 ） ＋ （ 電力量料金 ) ＋ （ 燃料費等調整額 ） ＋ （ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 ）

【 再生可能エネルギー発電促進賦課金 】 　（ 使用電力量 ） × （ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 ） 　旧一般電気事業者と同単価

【 電力料金 】 （ 使用電力量 ） × （ 電力量料金単価 ）
　夏季 ： 毎年7月1日から9月30日とする

　その他季 ： 夏季以外の期間とする。

【 燃料費等調整額電力料金 】 　（ 使用電力量 ） × （ 燃料費等調整単価 ）

燃料費等調整単価（燃料費調整単価、市場価格調整単価、
離島ユニバーサルサービス調整単価の合計をいう。）は、
当該施設を管轄する旧一般電気事業者が定める電気契約要
綱等により算定した額
（2025年4月1日実施の算定方法による。ただし、旧一般電
気事業者が定める要綱等の改定により算定方法に変更が生
じた場合、変更後の算定方法を適用する。）

【 基本料金 】
電力を使用した場合 （ 契約電力 ）×（ 基本料金単価 ）×（ 1.85 － 力率／100 ）+（契約電力）×（基本料金単価（予備電源・予備線））

まったく電力を使用しない場合 　0.5 × （ 契約電力 ） × （ 基本料金単価 ）+（契約電力）×（基本料金単価（予備電源・予備線））


